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過
年
度
の
補
助
災
害
復
旧
事
業
へ
の
地
方
債
充
当
率
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

近
年
、
梅
雨
前
線
や
台
風
等
に
よ
る
大
雨
は
記
録
的
な
雨
量
と
な
り
、
広
範
囲
に
わ
た
る
甚
大
な
被
害
が
毎
年
の
よ
う
に
発

生
し
て
い
る
。
立
て
続
け
に
被
災
し
て
い
る
自
治
体
で
は
、
補
助
災
害
復
旧
事
業
と
し
て
の
工
事
発
注
を
災
害
発
生
年
度
（
以

下
、
現
年
度
）
中
に
完
結
で
き
ず
、
翌
年
度
に
発
注
が
ず
れ
込
む
事
例
が
増
え
て
い
る
。 

一 

当
該
自
治
体
の
う
ち
、
秋
田
県
は
令
和
六
年
七
月
、
令
和
五
年
七
月
、
令
和
四
年
八
月
と
、
度
重
な
る
大
雨
災
害
に
見
舞

わ
れ
た
。
政
府
は
、
補
助
災
害
復
旧
事
業
に
対
す
る
令
和
六
年
度
の
地
方
債
充
当
率
を
、
「
公
共
土
木
施
設
等
」
は
現
年
度

で
百
％
、
過
年
度
で
九
十
％
、
「
農
地
・
農
林
漁
業
施
設
」
は
現
年
度
で
九
十
％
、
過
年
度
で
八
十
％
と
定
め
て
い
る
が
、

同
県
で
は
一
連
の
災
害
に
対
す
る
復
旧
工
事
の
量
が
膨
大
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
年
度
中
の
工
事
発
注
で
は
完
結
で

き
ず
、
翌
年
度
も
工
事
の
発
注
が
必
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
や
む
を
得
ず
工
事
発
注
が
ず
れ
込
む
場
合
、
翌
年
度
の
発
注

で
あ
っ
て
も
過
年
度
と
し
て
扱
わ
ず
、
現
年
度
の
災
害
復
旧
事
業
に
相
当
す
る
地
方
債
充
当
率
を
適
用
す
る
等
、
同
等
の
措

置
を
考
慮
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
求
め
る
。 

二 

一
連
の
大
雨
災
害
の
発
生
に
よ
り
、
復
旧
事
業
に
係
る
費
用
負
担
だ
け
で
な
く
、
抜
本
的
な
治
水
対
策
等
、
防
災
・
減
災

に
要
す
る
費
用
負
担
も
増
大
し
て
い
る
。
災
害
を
受
け
て
実
施
す
る
治
水
対
策
を
進
め
る
た
め
に
は
一
定
の
年
数
を
要
す
る



 

２ 

 

こ
と
か
ら
、
時
限
措
置
と
な
っ
て
い
る
「
緊
急
浚
渫
推
進
事
業
債
」
と
「
緊
急
自
然
災
害
防
止
対
策
事
業
債
」
の
事
業
期
間

の
延
長
が
不
可
欠
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
求
め
る
。 

 

右
質
問
す
る
。 


